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中部地方整備局「建設会社における災害時の事業継続力」
実施要綱（案）について
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説明資料１



中部地方整備局
建設企業におけるＢＣＰの必要性
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建設企業には、災害が発生した場合、いち早く現場に駆けつけ、
迅速に応急復旧を行い、ライフライン等の復旧を通じ、住民の日常
生活を取り戻す役割を担っている。

災害時は、建設企業自体の被害を最小限にすることはもとより、操
業の中断期間を短縮し、被災した社会インフラの応急復旧や二次
災害防止に対して、早急に対応することが不可欠である。

そのため、災害時において建設企業の社会的使命を果たすため、
建設企業自ら継続して事業活動できる体制を構築しておく必要が
ある。

災害時に備え、災害時にとるべき手法・方法等を計画として定める

建設ＢＣＰの策定
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中部地整における建設ＢＣＰ認定制度について

大規模自然災害時においては、施設被害の早期把握、迅速な応急復旧対応お
よび二次災害の発生を防止することが重要である。また、大規模災害直後から
震災瓦礫・浸水や土砂堆積により、被災箇所への侵入が困難となるため、迅速
な救命救助活動が可能となる対応が求められる。

南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中部地方整備局管内においては、大
規模自然災害の発生直後から行政と建設企業が共同して災害対応していくこと
が重要となる。

中部地方整備局においては、南海トラフ巨大地震を想定した業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）を策定しているが、建設企業においても大規模自然災害発生時に事業活
動を継続できる体制を整えておくことが必要である。

中部地方整備局管内の建設会社が備えている事業継続力を評価し、適合した建

設会社に対する認定および公表することにより、建設会社における事業継続計画

の策定を促進し、もって中部地方整備局の災害対応業務の円滑な実施と緊急事

態への対応力の向上、ひいては地域防災力の向上を目的とする。

中部地整における建設BCP認定制度の創設
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建設ＢＣＰの実践による効果（イメージ）

現状の予測復旧曲線
BCP実践後の復旧曲線

時間軸

事
業
の
操
業
度

平常時 災害対応時

１００％

災害発生 事業損益の軽減
二次災害の防止
インフラの早期復旧

最低レベル以上で
事業を継続

地域防災力の向上
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事業継続力認定制度検討委員会
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事務局

【認定の流れ】

・実施要綱
・評価要領
（建設会社における災害時の事業継続力認定
評価要領）

・ガイドライン
（建設会社における災害時の事業継続力認定
の申請に向けたガイドライン）

２．実施要綱等認定の流れと認定体制

事業継続力認定制度検討委員会

【開催】
・委員長の招集により必要に応じて開催
・委員長を含め過半数の出席をもって成立

【実施事項】
・実施要綱、評価要領、ガイドライン等に関する事項 の審議・承認

【構成員】
委員長 統括防災官
委員長代行 港湾空港部長
委 員 総括防災調整官
委 員 防災室長
委 員 災害対策マネジメント室長
委 員 建政部 建設産業調整官
委 員 建政部 建設産業課長
委 員 港湾空港部 港湾空港企画官
委 員 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課長
委 員 中部地方整備局長が選任し委嘱した有識者
委 員 中部地方整備局長が選任し委嘱した有識者

【事務局】
災害対策マネジメント室
港湾空港部港湾空港防災・危機管理課

事業継続力認定制度検討
委員会

審議承認

中部地方整備局は大規模災害時において、緊急輸送道路及び緊急確保航路の早期確保並びに河川、道路、港湾施設などのインフラ
施設の早期復旧に取り組む責任を担っており、その実施に際しては建設会社の協力が必要不可欠である。

本制度は、建設会社が備えている事業継続力を中部地方整備局が評価し、適合した建設会社に対する認定証の発行およびその建設
会社を公表することにより、建設会社における事業継続計画の策定を促進し、もって中部地方整備局の災害対応業務の円滑な実施と
緊急事態への対応力の向上を目的とするものである。

１．目的
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評価部会
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建設会社（申込会社） 評価部会

【開催】

・部会長の招集により年２回開催

・部会長を含め過半数の出席をもって成立

・面接は必要に応じて、部会員の２名以上の参加により実施

【実施事項】

・書類審査による評価

【構成員】

部会長 総括防災調整官

部会長代行 港湾空港部港湾空港企画官

部会員 防災室長

部会員 災害対策マネジメント室長

部会員 建政部建設産業課長

部会員 港湾空港部 事業計画官

部会員 港湾空港部 港湾事業企画課長

部会員 港湾空港部 港湾空港整備・補償課長

部会員 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課長

部会員 総務部（港湾） 経理調達課長

【事務局】

災害対策マネジメント室

港湾空港部港湾空港防災・危機管理課

【認定の流れ】

【実施事項】
 申込書類及び添付資料の整理

•事業継続力 認定申込書
•申込書類確認一覧
•評価書類

申込

受付

書類評価

認定の可否の判定

認定証又は
不適合通知書の交付

【認定体制】

認定
（非認定）

中部地整

※２回/年

※２回/年

※２回/年

１．BCP認定の流れと認定体制


